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10月（神無月） OCTOBER

13日・体育の日

電子証明書を取得した個人が、平成19年分
または20年分の所得税確定申告で電子申告し
た場合に、最高5千円の税額控除が受けられ
る制度（いずれかの年分のみに適用）。国税
庁のアンケート調査結果によると、電子申告
を行った理由の3位に、「電子証明書等特別控
除制度ができたから」があげられています。

国　税／9月分源泉所得税の納付 10月10日

国　税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月15日

国　税／8月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 10月31日

国　税／2月決算法人の中間申告 10月31日

国　税／11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）10月31日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分

納付 市町村の条例で定める日

労　務／労働者死傷病報告（7月～9月分）10月31日

労　務／労災の年金受給者の定期報告

（7月～12月生まれ）10月31日

電子証明書等特別控除

1 0 月 の 税 務 と 労 務
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消
費
税
を
含
む
税
体
系
の
抜
本
的
改

革
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
暫
定
措
置

と
し
て
、
概
ね
二
・
六
兆
円
の
法
人
事

業
税
を
分
離
し
、
地
方
法
人
特
別
税
を

創
設
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
収
入
額
を

人
口
及
び
従
業
者
数
を
基
準
と
し
て
都

道
府
県
に
譲
与
す
る
地
方
法
人
特
別
譲

与
税
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
偏
在

性
の
小
さ
い
地
方
税
体
系
の
構
築
が
進

め
ら
れ
ま
す
（
図
表
１
参
照
）。

法
人
事
業
税
（
所
得
割
及
び
収
入

割
に
限
り
ま
す
）
の
税
率
の
改
正

法
人
事
業
税
の
標
準
税
率
を
次
の
と

お
り
（
図
表
２
）
引
き
下
げ
る
こ
と
と

し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

地
方
法
人
特
別
税
（
国
税
）
の
創

設
要
点
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

a

納
税
義
務
者

法
人
事
業
税
（
所
得
割
又
は
収
入
割
）

の
納
税
義
務
者

s

課
税
標
準

法
人
事
業
税
額
（
標
準
税
率
に
よ
り

計
算
し
た
所
得
割
額
又
は
収
入
割
額
）

d

税
率

①

外
形
標
準
課
税
の
適
用
を
受
け

て
い
る
会
社
…
所
得
割
額
の
一
四

八
％
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②

所
得
割
額
に
よ
り
法
人
事
業
税

計
算
を
行
う
会
社
…
所
得
割
額
の

八
一
％

③

収
入
割
額
に
よ
り
法
人
事
業
税

計
算
を
行
う
会
社
…
収
入
割
額
の

八
一
％

f

申
告
・
納
付

都
道
府
県
に
対
し
て
法
人
事
業
税
と

併
せ
て
行
い
ま
す
。
都
道
府
県
は
、
地

方
法
人
特
別
税
と
し
て
納
付
さ
れ
た
額

を
国
に
払
い
込
み
ま
す
。

g

適
用
期
日

平
成
二
十
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆
税
負
担
は
変
わ
ら
ず

各
法
人
の
法
人
事
業
税
と
地
方
法
人

特
別
税
と
を
合
わ
せ
た
税
負
担
は
増
え

る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
方
法
人
特
別
譲
与
税
を
創
設

地
方
法
人
特
別
税
の
収
入
額
を
使
途

を
特
定
し
な
い
一
般
財
源
と
し
て
、
都

道
府
県
へ
譲
与
す
る
地
方
法
人
特
別
譲

与
税
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

地
方
法
人
特
別
譲
与
税
の
譲
与
の
基

準
は
次
の
と
お
り
と
し
、
平
成
二
十
一

年
度
か
ら
譲
与
さ
れ
ま
す
。

①

地
方
法
人
特
別
税
の
収
入
額
か
ら

②
の
額
を
控
除
し
た
額
を
、
二
分
の

一
を
人
口
で
、
他
の
二
分
の
一
を
従

業
員
数
で
按
分
し
て
譲
与
し
ま
す
。

②

前
年
度
の
地
方
交
付
税
の
算
定
に

お
け
る
財
源
超
過
団
体
に
対
し
て
は
、

今
回
の
改
正
に
よ
る
減
収
額
と
し
て

算
定
し
た
額
が
財
源
超
過
額
の
二
分

の
一
を
超
え
る
場
合
、
減
収
額
と
し

て
算
定
し
た
額
の
二
分
の
一
を
限
度

と
し
て
、
当
該
超
え
る
額
を
①
に
よ

る
譲
与
額
に
加
算
し
ま
す
。

3 10月号

図表２

①　資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という）1億円超の普通法人の所得割の標準税率
改正前 改正後

年400万円以下の所得 3.8％ 1.5％
年400万円超800万円以下の所得 5.5％ 2.2％
年800万円超の所得及び清算所得 7.2％ 2.9％

②　資本金１億円以下の普通法人等の所得割の標準税率
改正前 改正後

年400万円以下の所得 5％ 2.7％
年400万円超800万円以下の所得 7.3％ 4％
年800万円超の所得及び清算所得 9.6％ 5.3％

③　特別法人の所得割の標準税率
改正前 改正後

年400万円以下の所得 5％ 2.7％
年400万円超の所得及び清算所得 6.6％ 3.6％
（特定の協同組合等の年10億円超の所得） 7.9％ 4.3％

④　収入金額課税法人の収入割の標準税率
改正前 改正後

電気供給業、ガス供給業及び保険業 1.3％ 0.7％

（注）３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本金1000万円以上であるものの所得割に係る税率につい
ては、軽減税率の適用はない。
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10月号 4

印
紙
税
の
還
付
請
求
期
限
は

い
つ
ま
で
で
す
か
。

国
税
に
係
る
過
誤
納
金
の
国

に
対
す
る
請
求
権
は
、
そ
の
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
か
ら
五
年
を

経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
印
紙
税
に
関
し
て
も

同
様
で
す
。

「
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
」
と

は
、
例
え
ば
、
印
紙
納
付
の
方
法
に
よ

る
も
の
で
あ
れ
ば
印
紙
を
貼
り
付
け
た

日
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
還
付
に
つ
い
て
の
確

認
申
請
書
及
び
過
誤
納
の
事
実
を
証
す

る
た
め
に
必
要
な
文
書
そ
の
他
の
物
件

を
す
べ
て
備
え
て
納
税
地
の
所
轄
税
務

署
長
に
提
出
及
び
提
示
し
た
と
き
を
基

準
と
し
て
、
印
紙
を
貼
り
付
け
た
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

よ
り
判
断
し
ま
す
。

75歳以上が対象の長寿医療制度の
保険料を年金から特別徴収された場

合と口座振替により支払った場合で、社会保
険料控除の取扱いはどのようになりますか。

居住者が各年において、自己又は
自己と生計を一にする配偶者その他

の親族の負担すべき社会保険料を支払った場
合には、その支払った者に社会保険料控除が
適用されます。
長寿医療制度では、原則、保険料は年金か

ら特別徴収により徴収されているので、その
年金の受給者が社会保険料控除の適用を受け
ます。一方、本年10月以降の保険料からは、
市区町村等への一定の手続を行えば、被保険
者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険
料を支払うことが選択できることとされてい
ます。この場合は、口座振替によりその保険
料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料
控除が適用されます。

当社では、役員を被保険者、当社

を保険金受取人とする定期保険契約

を締結し、保険事故が発生した場合

には、当社の受け取った保険金全額を死亡し

た役員の遺族に退職金として支払うこととし

ています。

このたび専務取締役が業務上の事故で死亡

しましたので、その遺族に対して受け取った

生命保険金をそのまま死亡退職金として支給

する予定ですが、過大役員退職金とされるこ

とがあるのでしょうか？

生命保険金を原資とするものであ

っても過大役員退職給与に該当する

かどうかは実際に支払われた退職給

与の額により判断されます。

ご質問のように役員等の不慮の事故に伴う

経営上の危険回避や退職金等の原資にするた

めに生命保険契約を締結しているケースはよ

くあります。この場合、役員等を被保険者と

し、法人を保険金受取人とする定期保険に加

入したことにより法人の支出する保険料は、

原則としてその支払時において給与以外の損

金（保険料、福利厚生費など）の額に算入さ

れます。

また、保険事故が起こった場合には、保険

金は法人に支払われます（益金算入）が、そ

の法人がその保険金を何に使うかどうかはそ

の法人の任意です。

すなわち、死亡した役員の退職金の原資を

何に求めるかは、その法人が決定すべき問題

であって生命保険金を受け取ったかどうかは

問題ではありませんから、役員退職金の額が

不相当に高額である場合には、その高額部分

の金額は、たとえ生命保険金が原資であって

も損金の額に算入されないこととなります。

生命保険金を原資とする
退職金

長寿医療制度の保険料と
社会保険料控除

Q

A

問 印
紙
税
の
還
付
請
求
権
の
消
滅
時
効

答




